
 

 

基準適合状況（令和６年度） 

 

１． 定期分析結果 

（1）水質汚濁防止法－排水基準 

   年間を通じて排水基準を遵守した。 

 

（2）下水道法－放流水の水質基準 

   年間を通じて水質基準を遵守した。 

 

２． その他（処理場出口-自動計測器によるデータ等） 

◆水質汚濁防止法－総量規制基準 

   年間を通じて総量規制基準を遵守した。 

 


